
住所変更の届出 
申請先：住民課 でんわ０８８４－７２－３４１５ 

 住民基本台帳は、住所や家族構成などの居住関係を証明するもので、選挙・就学・印鑑登録・国民健康保険・国民年金な

どの基本となるものです。住所や世帯構成などが変わったときは、必ず届出をしてください。 

届出の種類 届出期間 届出に必要なもの 届出人 

転入届 

（牟岐町に転入したとき） 

転入した日から 

１４日以内 

●届出人の印鑑 

●転出証明書 

●国民健康保険証 

（加入している世帯に入る方） 

●国民年金手帳 

（加入している方） 

●本人であることが確認できる

書類等 

転出届 

（町外へ住所を移すとき） 

転出する日まで ●届出人の印鑑 

●国民健康保険証 

（加入している方） 

●印鑑登録証 

（登録している方） 

●本人であることが確認できる

書類等 

転居届 

（町内で住所が変わったとき） 

転居した日から 

１４日以内 

●届出人の印鑑 

●国民健康保険証 

（加入している方） 

● 本人であることが確認できる

書類等 

 

本人または世帯主、

もしくは世帯主と

同一の世帯に属す

る方 



世帯変更届 

（世帯主の変更や世帯の分離合併） 

変更した日から 

１４日以内 

●届出人の印鑑 

●国民健康保険証 

（加入している方） 

●本人であることが確認できる

書類等 

 

 


